各加算措置の概要および目標設定の具体例
（ネットワーク化活動計画を作成する協定のみ対象）

（１）棚田地域振興活動加算「継続」
　　・詳細は別紙のとおり。

（２）超急傾斜農地保全管理加算「継続」
※ネットワーク化活動計画を作成しなくても加算を受けられる。
　　・詳細は別紙のとおり。
（３）ネットワーク化加算「新規」
　複数の集落協定間でのネットワーク化、統合等を行った上で、主導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動の継続のための活動を行う場合に加算
　※以下の①又は②の集落協定農用地が対象
　①20ha以上のネットワーク化（協議会等を設置する場合に限る）又は20ha以上の統合を行った協定
　②新たに１組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画した上で、新たに参画する組織を含めて２組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画する協定
（同じ地域計画内に他の集落協定がない場合に限る）
　　

○定量的な目標を1つ以上定めてください。

　　・アスパラの生産量（現状〇トン）を令和〇年度までに〇％上昇させる。

　　・農業機械を共同利用する協定農用地（現状〇ha）を令和〇年度までに〇％
増やす。

　　・ブランド米の栽培面積（現状〇ha）を令和〇年度までに〇％増やす。
　　・加工品の開発・販売を行い、販売額を現状の○円から○円に増加させる。
・農泊事業と連携して農業体験ツアーを行う体制を構築し、体験参加者を○人から○人に増加させる。
（４）スマート農業加算「新規」
　スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組を行う場合に加算
　○定量的な目標を1つ以上定めてください。
・ドローンを導入し、オペレーターを育成するとともに、農薬散布に要する時間を現状の○時間から○割減少させる。

・ドローンを導入し、農薬散布を行う面積を現状の○haから○haに増加させる。

・リモコン式自走式草刈機を導入し、除草作業時間を○時間/日から○時間/日に減少させる。

・水管理システムを導入することにより、見回りの回数を○回/週から○回/週に減少させる。

（５）集落機能強化加算の経過措置「新規」
　※第５期対策（Ｒ２～Ｒ６）に集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定のみ
　※１組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10％以上の非農業者が活動に参画する（必須）
　○定量的な目標を1つ以上定めてください。

　　・令和〇年度（加算交付最終年度）までに、新規就農者を〇名確保する。

　　・令和〇年度までに、ゆずの収穫ボランティア（現状〇名）を〇名増員する。

　　・令和〇年度までに、インターンシップ生の延べ活動日数を現状の〇日から〇日に増加する。

　　・地域運営組織を設立し、令和〇年度までに高齢者見回りサービスを開始する。

　　・NPO法人と連携し、令和〇年度までに公共交通の空白地域でのコミュニティ
バス事業を開始する。
　　・令和〇年度までに、自治会役員・民生委員、消防団と連携した集落独自の避難マップの作成、連絡先リストの作成、緊急時対策の組織作り
　　・令和〇年度までに、町内会と連携した地域支援体制の構築及び雪下ろし、イベントの実施
　　・令和〇年度までに、高齢農業者等の認知症予防講座、引きこもり防止のための周遊バス乗り方講座の開催
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棚田 超急傾斜

ネットワーク化

スマート農業 集落機能強化

棚田 × ○ × ×

超急傾斜 × ○ ○ ○

ネットワーク化

○ ○ ○ ×

スマート農業 × ○ ○ ○

集落機能強化 × ○ × ○


